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野田市教育委員会規則第６号 

 

   野田市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、野田市教育委員会が管理する公共施設に係る予約システ

ムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 公共施設 野田市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和４９年野田

市条例第４号）第２条に規定する公民館をいう。 

(2) 予約システム 千葉県電子自治体共同運営協議会が運営するちば共同利

用型施設予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請、抽選等に

関する事務を処理するためのシステムをいう。 

（利用者登録） 

第３条 予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請をしようとする

者は、公共施設ごとに、教育長による登録（以下「利用者登録」という。）

を受けなければならない。 

２ 利用者登録の対象となる者は、構成員が２人以上の団体とする。 

（利用者登録の申請） 

第４条 利用者登録を受けようとする者は、野田市教育委員会公共施設予約シ

ステム利用者登録申請書に次に掲げる書類を添付して教育長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 本人であることを証する書類（個人番号カード、運転免許証、旅券、健

康保険被保険者証その他これらに類するものとして教育長が認める書類） 

(2) 利用者登録団体名簿 

（利用者登録の決定等） 

第５条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録決定通



知書により申請者に通知するものとする。 

２ 利用者登録の有効期間（以下「有効期間」という。）は、利用者登録をし

た日から３年を経過した日の属する年度の末日までとする。 

（利用者登録の更新） 

第６条 利用者登録の決定を受けた者（以下「登録者」という。）が有効期間

の満了後も引き続き予約システムを利用しようとするときは、有効期間が満

了する年の１月１日から３月３１日までの間に、教育長に利用者登録の更新

の申請をしなければならない。 

２ 前２条の規定は、前項の規定による利用者登録の更新の申請について準用

する。 

（利用者登録の変更の申請） 

第７条 登録者は、利用者登録の登録事項を変更しようとするときは、野田市

教育委員会公共施設予約システム利用者登録変更申請書を教育長に提出しな

ければならない。 

（変更の承認等） 

第８条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録変更決

定通知書により申請者に通知するものとする。 

（利用者登録の取消しの届出等） 

第９条 登録者は、利用者登録の取消しを受けようとするときは、野田市教育

委員会公共施設予約システム利用者登録取消届出書により教育長に届け出な

ければならない。 

２ 教育長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出に係る利用者登録を

取り消すものとする。 

（利用者登録の取消し） 

第１０条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者

登録を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。 

(2) 予約システムを不正に利用したことが判明したとき。 

(3) この規則又は市の条例若しくは教育委員会規則で定める施設の管理及び



運営に関する規定に違反したとき。 

(4) 前３号に定めるもののほか、教育長が予約システムを利用させることが

適当でないと認めるとき。 

（予約の申請） 

第１１条 登録者は、予約システムを利用して、公共施設の利用に係る予約の

申請をすることができる。 

２ 前項の申請の受付は、公共施設を利用しようとする日（以下「利用日」と

いう。）の属する月の２月前の月の１日から７日までの間の申請にあっては

抽選により、利用日の属する月の２月前の月の１５日から利用日の５日前ま

での間の申請にあっては先着順により行うものとする。 

３ 教育長は、前項の規定による抽選を利用日の属する月の２月前の月の８日

に行い、その結果を予約システムにより申請者に通知するものとする。 

４ 前項の抽選に当選した者は、当選した日の翌日から利用日の２月前の月の

１４日までの間に、予約システムにより利用の確定をしなければならない。 

（補則） 

第１２条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年８月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３

項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第３条第１項に規定する利用者登録に関し必要な手続その他の行為は、こ

の規則の施行の日前であっても、同条から第５条までの規定の例により行う

ことができる。 

３ この規則の施行の日前に同日以後の使用に係る野田市公民館使用規則（昭

和４９年野田市教育委員会規則第３号）第２条第１項の規定による許可を受

けた者に係る使用料については、この規則の施行の日前においても、次項の

規定による改正後の野田市公民館使用規則別表第１及び別表第２の規定の例

によることができる。 

 （野田市公民館使用規則の一部改正） 



４ 野田市公民館使用規則の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「日の」の次に「属する月の」を、「２月前」の次に「の

月の１日」を、「から」の次に「使用しようとする日の」を加え、同条に次

の１項を加える。 

 ３ 申込は、予約システム（野田市教育委員会公共施設予約システムの利用

に関する規則（令和５年野田市教育委員会規則第６号）第２条第２号に規

定する予約システムをいう。）を利用して行うことができる。 

第３条の見出しを「（使用の許可）」に改め、同条第１項を削り、同条第

２項中「速やかに」を削り、同項を同条とする。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第５条第１号） 

区分 午前８時３０

分から正午ま

で 

正午から午後

５時まで 

午後５時から

午後９時３０

分まで 

備考 

１時間につき  

野田

市中

央公

民館 

全館 ８２０円 ７９０円 １，０５０円  

講堂 ３３０円 ３１０円 ３９０円 間仕切一室利

用は、会議室

の額とする。 

会議室 １３０円 １３０円 １５０円  

講座室 ９０円 １００円 １３０円  

和室 １３０円 １３０円 １５０円 一室の額 

調理実習

室 

９０円 ７０円 １００円  

美術工芸

実習室 

６０円 ５０円 ７０円  

学習室 ９０円 １００円 １３０円  

クラブ室 ６０円 ５０円 ７０円  

児童室 ６０円 ５０円 ７０円  

野田

市東

部公

民館 

全館 ６９０円 ６８０円 ９４０円  

講堂 ３３０円 ３１０円 ３９０円  

講座室 ６０円 ７０円 １００円  

和室 １９０円 ２００円 ２６０円  

調理実習

室 

９０円 ７０円 １００円  

会議室 ６０円 ５０円 ７０円  

庭

球

場 

一般 ２２０円 ２２０円 ２２０円 １面の額 

高校生

以下 

１００円 １００円 １００円 １面の額 



野田

市北

部公

民館 

全館 ６９０円 ６８０円 ９４０円  

講堂 ３３０円 ３１０円 ３９０円  

講座室 ６０円 ７０円 １００円  

和室 １９０円 ２００円 ２６０円  

調理実習

室 

９０円 ７０円 １００円  

美術工芸

室 

６０円 ５０円 ７０円  

野田

市福

田公

民館 

全館 ５９０円 ５８０円 ８１０円  

講堂 ３３０円 ３１０円 ３９０円  

講座室 ６０円 ７０円 １００円  

和室 ９０円 １００円 １３０円 一室の額 

調理実習

室 

９０円 ７０円 １００円  

美術工芸

室 

６０円 ５０円 ７０円  

講話室 ６０円 ７０円 １００円  

野田

市関

宿中

央公

民館 

第１会議

室 

２７０円 ２２０円 ２２０円  

第２会議

室 

２７０円 ２２０円 ２２０円  

視聴覚室 ５５０円 ４４０円 ４４０円  

大会議室 ８２０円 ６６０円 ６６０円  

第１和室 ４１０円 ３２０円 ３２０円  

第２和室 ４１０円 ３２０円 ３２０円  

調理実習

室 

５５０円 ４４０円 ４４０円  

野田

市関 

各部屋 ３２０円 ３２０円 ３２０円 一室の額 



宿公

民館 

野田

市二

川公

民館 

野田

市木

間ケ

瀬公

民館 

     

備考 

１ 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。 

２ 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に１

００分の５０を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第５条第２号） 

区分 午前９時から正午

まで 

正午から午後５時

まで 

午後５時から午後

９時３０分まで 

１時間につき 

野田

市南

部梅

郷公

民館 

全館 １，０００円 ７３０円 １，０２０円 

講堂 ４４０円 ３１０円 ３９０円 

会議室 ８０円 ５０円 ７０円 

講座室 ８０円 ７０円 １００円 

和室 ２６０円 ２００円 ２６０円 

調理実習室 １２０円 ７０円 １００円 

美術工芸室 ８０円 ５０円 ７０円 

野田

市川

間公

民館 

全館 １，２００円 ８７０円 １，２２０円 

講堂 ５２０円 ３７０円 ４７０円 

会議室 １００円 ６０円 ９０円 

講座室 １００円 ９０円 １２０円 

和室 ３１０円 ２４０円 ３１０円 

調理実習室 １５０円 ９０円 １２０円 

美術工芸室 １００円 ６０円 ９０円 

備考 

１ 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。 

２ 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に１

００分の５０を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

 

 

 

 


